
　文化のちからによる都市の発展を目指す

姿勢を示すため、平成28年４月に制定した

「静岡市創造及び交流によりまちの活力

を生み出す文化の振興に関する条例」に

基づき、「静岡市文化振興計画」を策定し、

総合的かつ持続的な文化の振興を図り魅

力あるまちづくりに活かすこととしました。

　今後は、この計画をもとに、文化の持つ

創造性を活かした盛んな交流により、にぎ

わいあふれる元気なまちにし、「世界に輝く

静岡」の実現に向けてしずおか文化を育て

ます。



基本目標を達成するため必要となる10の基本的施策

施策 1 特徴的な芸術文化の継承、発展及び活用

施策 2 文化を享受する機会の拡大

施策 3 子どもに対する文化教育の充実及び支援

施策 4 文化活動の担い手の発掘、育成及び支援

施策 5 市民及び文化団体等の顕彰

施策 6 伝統的な文化の保存及び継承

施策 7 歴史文化に関する資源の活用

施策 8 交流の活性化に資する文化事業の開催等の推進

施策 9 国際的な催しにおける市の芸術文化の紹介

施策 10 文化に関する情報を発信する機会の充実

静岡市文化振興計画の推進により目指す将来像

文化のちからにより、訪れる人、住む人を

魅了するまち

目指す将来像に向けて達成すべき基本目標

歴史に彩られた
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計画の基本的な考え方



計画の最終的な進捗状況の参考とするため、３つの指標を設定します。

計画全体の成果指標

基本的施策推進のための視点

　文化のちからによる都市の発展を目指すには、

これまでの文化振興の考え方にとらわれず、芸術

文化等や地域資源が持つ創造性を地域振興、観

光、産業等の様々な分野に活用し地域課題の解決

を図る創造都市の取組が必要になります。

　この３つの視点が相互に連携しながら、目指す将

来像の実現に向けて、本市の文化振興を推進して

いきます。

計画期間内に重点的に進める取組を

リーディングプロジェクトとして位置付

け、迅速かつ積極的な推進を図ります。

創造的 人 づくり

平成28 年度：40.2％
 ⇒ 平成34 年度：50.0％　

普段から、芸術文化等の鑑賞

や創作・参加を通じた体験など

の活動をしている市民の割合

創造的 魅力 づくり

平成28 年度：29.6％
 ⇒ 平成34 年度：40.0％　

静岡市は、身近に芸術文化等

が感じられるまちだと思う市

民の割合

創造的にぎわいづくり

平成28 年度：28.8％
 ⇒ 平成34 年度：40.0％　

静岡市は、芸術文化等を活か

してにぎわいが生まれている

まちだと思う市民の割合

リーディングプロジェクト

　「まちは劇場」とは、コンパクトな市街地において、本市に根付いた大道芸や演劇、音楽など

の芸術文化等の持つ創造性を活かし、誰もが気軽に楽しむことができる仕掛けづくりを通じ

て、市民の芸術文化等への参加や活動を促すとともに、しずおか文化を活用したシティプロ

モーションを推進し、交流人口の増加による地域経済への波及効果の最大化を図ります。

　また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、「まちは劇場」を文化プ

ログラムへと結びつけ、文化のちからをまちの活力に変える絶好の機会と捉え、あらゆる人々

が参加できる各種プログラムを実施し、多くの若者の参加を促し創造性を育むことにより、

2020年以降のしずおか文化の担い手となる人材を育成し、未来への文化の継承につなげて

いきます。

「まちは劇場」の推進
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